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平成２８年度第１８回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：平成２８年１２月２０日 

                    担当部・課：福祉部 子ども保育課〔内線２５２２〕 

                          教育委員会教育総務課〔内線５０１１〕 

① 件  名 

公立幼稚園及び保育施設の再編計画庁内検討会議の設置について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

東日本大震災後の地域人口の変化、保育所利用希望者の増加傾向、今後見込まれる少子化の進

行、民間保育事業者の参入など、保育環境はここ数年で大きく変化し、地域の保育の需給関係に

も変化が見られる。 

また、公立保育所の中には、昭和３０年代、４０年代に設置した施設もあり、老朽化が進み、

修繕を必要とする箇所が年々増加する状況にある。 

こうした変化や状況に対応するため、市内の幼稚園、保育所、こども園及び地域型保育事業の

現状、今後の人口推計等を踏まえ、公立幼稚園、保育所及びこども園（以下「公立施設」という。）

の更新、統合、廃止（以下「再編」という。）を計画的に進める必要がある。 

 

【目的】 

公立施設の役割、民間保育事業者の誘致、再編対象となる公立施設の基準や再編の進め方等を

定め、地域の保育の需要に対応できる公立施設の再編計画を策定するための検討会議を設置する。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

 

【根拠法令】 

 ・石巻市公共施設等総合管理計画（平成２８年３月） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

総合計画 第４章 安心して健やかに暮らせるまち 

    第３節 安心して子どもを産み育てられる支援体制を確立する 

１ 子育てを支援する環境を整備する 

 子ども・子育て支援事業計画 第１章 教育・保育施設の充実 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

平成２４年８月 石巻市立保育所再配置計画策定（※主に被災公立保育所の復旧計画） 

平成２８年３月 石巻市公共施設等総合管理計画策定 

（石巻市公共施設等総合管理計画第４章第５節より抜粋） 

震災により被災した保育所については、順次復旧を進めていますが、築３０年

以上を経過した保育所も多く、今後の老朽化対策が急務となっています。 

民間保育所の建設も進んでおり、今後の人口の推移を踏まえ、保育事業の民間

への移行を含めた保育所施設の在り方について検討が必要となっています。 
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⑤ 主な内容 

１ 計画策定の趣旨 

市内の幼稚園、保育所、こども園及び地域型保育事業の現状を把握し、財政状況、人口推計等を

踏まえ、公立施設の再編及び民間保育事業者の誘致を計画的に実施していくために、公立施設再

編計画を策定する。 

 

２ 再編対象検討施設 

公立施設再編計画の対象施設は、公立施設とする。 

 

３ 計画期間 

平成３０年４月から平成３５年３月までの５年 

 

４ 検討会議の構成員 

会 長 福祉部次長（少子化担当） 

 副会長 健康部次長（少子化担当） 

委 員 総務部人事課長、財務部行政経営課長、各総合支所保健福祉課長、 

福祉部子ども保育課長、同部子育て支援課長、教育委員会教育総務課長 

会長が指名する幼稚園・保育所・こども園の施設長 

     上記のほか、関係課職員、幼稚園・保育所・こども園の施設長で検討部会を設ける。 

 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

保育の需給関係に即した公立施設の再編及び民間保育事業者の誘致を計画的に行うことができ

る。 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

他市町村においても、保育所整備計画、保育所民営化計画等の名称で計画を策定し、実行している。 

⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

 

 平成２８年１２月  公立幼稚園及び保育施設の再編計画庁内検討会議設置要綱の制定 

 平成２９年 １月  公立幼稚園及び保育施設の再編計画庁内検討会議・検討部会の設置 

           （以降、会議及び検討部会は随時実施） 

       ５月～ 民間事業者へのヒアリング 

       ７月  子ども・子育て会議への付議 

       ９月  パブリックコメントの実施 

      １０月  公立施設再編計画策定 

 

⑨ その他 

  

 


